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地方税法附則第 11 条第 25 項及び第 15 条第 51 項の規定に基づく 

不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の特例措置について 

 

 今般、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡

会議幹事会において、標記の件について、別添のとおり申合せされましたので、各

地方公共団体におかれましては、これらを参考の上、適切に対応されるようお願い

します。 

 なお、各都道府県におかれましては、以上のことについて、貴管内市区町村に対

しても、速やかに周知されますようお願いします。 

担当 
総務省自治行政局地域振興課 市川

Tel：03-5253-5533 
Fax：03-5253-5537 
e-mail：y2.ichikawa@soumu.go.jp 



 

平成１７年６月６日 

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の 

促進に関する関係省庁連絡会議申合せ 

 

地方税法附則第１１条第２５項及び第１５条第５１項の規定に基づく 

不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の特例措置について 

 

 今般、地方税法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第５号）の施行に伴い、民間

資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号。

以下「ＰＦＩ法」という。）第２条第５項に規定する選定事業者が同法第１０条第１項に

規定する事業計画又は協定に従って実施する同法第２条第４項に規定する選定事業で政令

で定めるもの（法律の規定により同条第３項第１号又は第２号に掲げる者がその事務又は

事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。）により同条第１項

に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるもの（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）附則第１１条第２６項及び第２７項の規定の適用を受けるものを除く。）を

取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定につ

いては、当該取得が平成２２年３月３１日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の

２分の１に相当する額を価格から控除するという特例措置が認められた。 

また、ＰＦＩ法第２条第５項に規定する選定事業者が同法第１０条第１項に規定する事

業計画又は協定に従って実施する同法第２条第４項に規定する選定事業で政令で定めるも

の（法律の規定により同条第３項第１号又は第２号に掲げる者がその事務又は事業として

実施するものであることを当該者が証明したものに限る。）により平成１７年４月１日か

ら平成２２年３月３１日までの間に取得した同条第１項に規定する公共施設等の用に供す

る家屋及び償却資産で政令で定めるもの（地方税法附則第１５条第４８項及び第４９項の

規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準

は、地方税法第３４９条、第３４９条の２又は第７０２条第１項の規定にかかわらず、当

該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の２分の

１の額とするという特例措置が認められた。 

 

 これらの特例措置の適用を受ける場合には、地方税法附則第１１条第２５項及び第１５

条第５１項の規定に基づき、「法律の規定によりＰＦＩ法第２条第３項第１号又は第２号

に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであること」を当該者が証明すること

が必要である。 

  

 関係省庁においては、ＰＦＩ法第２条第３項第１号に掲げる公共施設等の管理者等とし

て、上記証明を行うまでの間、別紙のとおり処理し、ＰＦＩ事業を円滑に実施することに

努めることとする。 



（別 紙） 

 

税制特例措置に係る公共施設等の管理者等の取扱いについて 

 

（１）  公共施設等の管理者等（以下「管理者等」という。）は、実施しようとするＰＦ

Ｉ事業が「法律の規定により、その事務又は事業として実施するもの」に該当し得

る旨、必要に応じて当該事業が実施される都道府県・市町村の税務当局に確認のう

え、実施方針において明らかにするものとする。 

これに併せて、管理者等は、当該事業が地方税法施行令（昭和２５年政令第２４

５号）附則第７条第２４項及び第１１条第６９項に掲げる要件に該当し、かつ、当

該事業の対象となる施設等が地方税法施行令附則第７条第２５項各号及び第１１

条第７０項各号に掲げるもの以外のものであることについて、必要に応じて当該事

業が実施される都道府県・市町村の税務当局に確認のうえ、実施方針において、税

制上の措置として、地方税法附則第１１条第２５項及び第１５条第５１項の規定に

基づく不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の特例措置の適用対象となり得る

旨を公表するものとする。 

なお、当該税制特例措置の実際の適用の有無に係るリスク分担の在り方について

は、あらかじめ検討し、できる限り実施方針に添付するリスク分担表において公表

することが望ましい。 

（２） （１）の前提として、管理者等は、実施方針作成の段階までに、税制特例措置の

適用対象となり得るかどうか、相当程度の蓋然性をもって判断できるよう、事業内

容の精査を図っておくことが望ましい。税制特例措置の適用関係の精査が不十分で

ある場合、税制特例措置についての不確かな記載は見合わせるものとする。 

（３）  特定事業の評価・選定に当たって、管理者等は、税制特例措置の適用対象となり

得る場合には、これを見込んでＶＦＭの算定・公表を行うものとする。 

（４）  民間事業者の募集に当たって、管理者等は、実施方針公表時と同様に、当該事業

において税制特例措置の適用対象となり得る旨を入札説明書等において公表する

ものとする。 

なお、入札説明書等においては、入札参加者は特例措置の適用を受けることを前

提とした提案書を作成する旨を明記し、また、当該税制特例措置の実際の適用の有

無に係るリスク分担の在り方については、あらかじめ検討し、できる限り規定して

おくことが望ましい。 

（５）  協定等の締結等に当たって、管理者等は、当該税制特例措置の実際の適用の有無

に係るリスク分担の在り方については、あらかじめ検討し、できる限り協定等で取

り決めておくことが望ましい。 

（６）  管理者等は、選定事業者がＰＦＩ事業により税制特例措置の適用対象となる固定

資産を取得したときは、都道府県及び市町村の税務当局による課税処分が行われる

前に、当該ＰＦＩ事業が「法律の規定により、その事務又は事業として実施するも

の」に該当する旨、証明するものとする。この場合において、管理者等は、対象事

業を特定の上、当該事業が要件に該当する旨を記載した証明書を、選定事業者に対



して交付するものとする。 

（７）  管理者等は、選定事業者が当該事業の実施される都道府県及び市町村の税務当局

へ税制特例措置の適用を申し出る際は、（６）により交付された証明書のほか、実

施方針、入札説明書、管理者等と選定事業者の間で締結した協定等を添付させるこ

ととする。 

（８）  本申合せ前に実施方針を公表した事業における手続きについては、上記の限りで

はない。 

 



（参 考） 

 

実施方針における記載例 

 

 

税制上の措置に関する事項 

 

 本事業は、（該当する法律及び条項号）の規定により、（公共施設等の管理者等の名称）

がその事務又は事業として実施するものに該当し得る。 

加えて、本事業は、地方税法施行令附則第７条第２４項に掲げる要件に該当し、かつ、

（特例措置の対象となる施設名等）は、地方税法施行令附則第７条第２５項各号に掲げる

もの以外のものであることから、税制上の措置として、地方税法附則第１１条第２５項に

基づく不動産取得税の特例措置の適用対象となり得る。 

また、本事業は、地方税法施行令附則第１１条第６９項に掲げる要件に該当し、かつ、

（特例措置の対象となる施設名等）は、地方税法施行令附則第１１条第７０項各号に掲げ

るもの以外のものであることから、税制上の措置として、地方税法附則第１５条第５１項

の規定に基づく固定資産税及び都市計画税の特例措置の適用対象となり得る。 

 

 

 

 

証明書（様式例） 

 

 

（証明番号又は文書番号）  

第         号  

平成  年  月  日  

 

（選定事業者の名称）殿 

 

本事業は、（該当する法律及び条項号）の規定により、（公共施設等の管理者等の名称）

がその事務又は事業として実施するものであることを証明する。 

 

 

（公共施設等の管理者等の名称）  印   

 


